
(1) 案件名称 令和８年度広報紙（全市情報部分）企画編集業務委託

(2) 概要（事業目的及び業務内容等）

【事業目的】
市民に統一的に広報を行う必要がある全市情報については、各区
が発行する区の広報紙における「全市情報部分」として作成し、掲載
している。その全市情報ページの企画編集等において、事業・施策
などの情報を、わかりやすく効果的に市民に届けることで、市民が市
政を身近に感じ、市政に対する理解を深めるとともに、施策を一層活
用していただくことを目的とする。

【業務内容】
区の広報紙における全市情報ページ「大阪市民のみなさんへ」３
ページにかかる執筆や紙面のデザイン、イラスト等の作成を行う。

(3) 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月31日

(4) 履行場所 本市指定場所

(5) 契約上限額 4,627,642円（うち消費税等額420,694‬円）

(1) 契約方法

大阪市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容
は本市と協議のうえ、仕様書及び企画提案書に基づき決定する。
なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容
があった場合は、契約締結をしないことがあるほか、大阪市競争入
札参加停止措置要綱に基づく停止措置を講じることがある。また、本
市が被った損害について、賠償請求を行うことがある。

(2) 委託料の支払い
業務の完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこ
ととする。

(3) 契約書 「業務委託契約書（成果物型）」のとおり。

(4) 契約保証金
「大阪市契約規則」第37条第1項第3号に該当するときは、契約保証
金を免除する。
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令和８年度広報紙（全市情報部分）企画編集業務委託（公募型プロポーザル）
募集要項

2  契約に関する事項

１　業務内容に関する事項

3  参加資格要件

地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。

参加資格を有するものは、法人その他の団体（以下「法人等」という。）、もしくはその連合体とし、参加申請時点
で、法人等は次の(1)から(7)の条件を、連合体は次の(8)から（11）の条件を全て満たすこととする。

参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲
げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

直近１ヵ年において、本店所在地の市町村民税並びに固定資産税を完納していること。

直近１ヵ年において、消費税及び地方消費税を完納していること。

経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと（会社更生法に基づく更生手続の開始の決定、
又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者を除く）。



(7)

(8)

(9)
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(1) 募集開始（公開）日 令和７年12月５日（金）

(2)
公募型プロポーザル参加申請書 
受付開始日

令和７年12月５日（金）

(3) 質問締切日 令和７年12月16日（火）

(4) 質問回答日 令和７年12月22日（月）

(5)
公募型プロポーザル参加申請書 
提出締切日

令和８年１月13日（火）

(6) 参加資格 決定通知日 令和８年１月21日（水）予定

(7) 企画提案書 提出締切日 令和８年２月６日（金）

(8) 選定会議 開催日 令和８年２月下旬から３月上旬

(9) 審査結果 通知日 令和８年３月上旬

(1) 受付期間 令和７年12月５日（金）9:00～12月16日（火）17:30

(2) 提出書類 上記受付期間中に「質問票(様式１)」を提出すること。

(3) 提出場所 「10 提出先、問合せ先」のとおり

(4) 提出方法

提出は、電子メールによるものとし、その他の方法（持参、郵送等及
びＦＡＸ等）は認めない。
なお、電子メール送信後、提出先へ電話連絡（平日の9：30～17：30
（休憩時間12：15～13：00を除く））すること。

(5) 回答方法
令和７年12月22日（月）に大阪市ホームページで公表する。ただし、
質問がない場合は掲載しない。

4 スケジュール

5  質問

令和４年４月１日から参加申請までの間に、官公庁又は民間企業において同種・同程度の実績を有する
者。
※同種・同程度とは行政や企業での１年以上の継続的広報紙（概ね月１回以上発行）の編集業務を指
す。

連合体は、２以上の法人等により構成された任意団体、ＪＶ（共同企業体や合弁企業）などとし、本契約に
際して設立する予定であるときは、契約相手方として選定された後、契約締結するまでの間に設立するこ
と。

連合体を構成する法人等（以下、「構成員」という。）は上記(1)から(6)の条件を全て満たしていること。

構成員のいずれかが、(7)の条件を満たしていること。

構成員のうち、代表となる法人等（以下「代表者」という。）を定めること。なお、申請書提出後の代表者及
び構成員の変更は認めない。

なお、法人等は重複して申請すること及び法人等として申請し他の参加申請を行う連合体の構成員となること、
参加申請を行う２以上の連合体の構成員となることはできない。



(1) 受付期間
令和７年12月５日（金）～令和８年１月13日（火）
受付時間　平日9：00～17：30（休憩時間12：15～13：00を除く）

(3) 提出場所 「10 提出先、問合せ先」のとおり

(4) 提出方法

提出は、持参又は郵送等によるものとする（郵送等の場合は(1)受付
期間内に必着）。
書類は、各１部提出し、実績に関する詳細資料（①契約書等②広報
紙等の当該成果物）は①紙媒体で１部、②紙媒体で４部（正本１部、
副本３部）提出すること。

(5) 通知方法
参加資格の確認を行い、参加事業者すべてに対して、令和８年１月
21日（水）頃に電子メールにより通知する。

6  公募型プロポーザル参加申請

申請書類(2)

上記受付期間中に次の書類を提出すること。

※1　本契約に際して設立する予定であるときは、契約相手方として選定された後、

契約締結するまでの間に設立のうえ、提出すること。
※2　令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿に登載されている法人及び構成
員については、不要。
※3　契約相手方として選定された後、契約締結するまでの間に提出すること。

法人等 連合体

1
公募型プロポーザル参加申請書兼
誓約書（様式２）

要 不要

2
公募型プロポーザル参加申請書
（様式２（連合体））

不要 要

3
公募型プロポーザル参加申請にか
かる誓約書（様式２（連合体））

不要
要（構成員ごとに提
出すること）

4
連合体の構成員名簿（様式３（連合
体））

不要 要

5 連合体の協定書の写し 不要 要※１

6 使用印鑑届（様式４） 要※２※３
要（連合体様式を使

用すること）
※３

7
実績調書（様式５、①契約書等②広報
紙等の当該成果物の添付資料を含む）

要 要

8
印鑑証明書または印鑑登録証明書
（写し不可。提出時点で発行日から３ヵ
月以内のもの）

要※２※３ 要※２※３

9

直近１ヵ年分の本店所在地の市町
村民税並びに固定資産税の納税証
明書（写し可。参加申請時点で発行日
から３ヵ月以内のもの）

要
※２

要（構成員ごとに提

出すること）
※２

10
直近１ヵ年分の消費税及び地方消
費税の納税証明書（写し可。参加申
請時点で発行日から３ヵ月以内のもの）

要※２
要（構成員ごとに提

出すること）
※２

書類



(1) 受付期間

令和８年１月21日（水）～２月６日（金）
受付時間　平日9：00～17：30（休憩時間12：15～13：00を除く）
※上記期間内に提出がない場合、本プロポーザルに参加する意思
がないものとみなします。

(2) 提出書類

上記受付期間中に次の書類を提出すること。
ア 企画提案書（様式６）
イ 紙面作成の説明（様式７）
ウ 経費見積書【全体・内訳】（様式８）
エ 業務実施体制（全工程における体制がわかるもの）
なお、別紙１「提案競技課題」を踏まえて作成すること。

(3) 提出場所 「10 提出先、問合せ先」のとおり

(4) 提出方法

提出は、持参又は郵送等によるものとし、その他の方法（ＦＡＸ・電子
メール等）は認めない。
書類は、紙媒体８部（正本１部、副本７部）を提出し、副本には記名を
しないこと。
※副本には、事業者名がわかる内容（推測される場合を含む）を記
載しないこと

(1) 選考方法

(1) 企画提案書及びプレゼンテーションについて、選定会議の委員が
審査基準に基づき審査を行い、採点を行う。
(2)その採点結果をもとに、大阪市政策企画室長は最も優れた事業
者を契約相手方として決定する。
（詳細は別紙２「選考方法及び審査基準」のとおり）

(2) 審査項目及び配点

次の審査項目について審査を行い、採点する。
ア　編集（30点）
イ　デザイン（45点）
ウ　企画・提案（10点）
エ　実施体制・実績（10点）
オ　費用（5点）
（詳細は別紙２「選考方法及び審査基準」のとおり）

(3) 審査結果 通知日 令和８年３月上旬

(4) 通知方法
参加事業者全てに対して、書面をもって通知するとともに、大阪市
ホームページに掲載する。

8  選考に関する事項

7  企画提案書提出

次のいずれかに該当した場合は、選考対象から除外する。
ア　委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること
イ　他の参加者と企画提案の内容等について相談を行うこと
ウ　提出書類に虚偽の記載を行うこと
エ　その他選考結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこ
と

(5) 失格事由



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

担当
部局

大阪市政策企画室市民情報部広報担当
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 5階
電話：06-6208-9816
FAX：06-6227-9090
電子メール：aa0015@city.osaka.lg.jp

9  その他

10　提出先、問合せ先

参加申請後、契約締結までの期間において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置及び
大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合は、参加を無効とする。

受付期間の終了後、書類の提出や追加、差し替え等は認めない。

提出された書類全ての作成・提出にかかる経費は、事業者の負担とする。

提出された書類は、返却しない。

提出された書類は、審査・選考の用以外に事業者に無断で使用しない。（大阪市情報公開条例に基づく
公開を除く）

提出された書類は、「大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第3号）」に基づき、非公開情報（個人
情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。

企画提案書の提出は、１者１案とする。

大阪市より提供した資料及びその他知りえた全ての情報について、大阪市の許可なく他の者へ漏らして
はならない。

事務所所在地など申請内容等に変更が生じた場合、速やかに報告すること。

契約の締結は、令和８年度予算が発効したときとする。ただし、採用された提案について、必要に応じて
内容を変更することがある。

契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。


